
　
自
動
車
共
済
契
約
に
自
動
セ
ッ
ト
さ

れ
る
特
約
お
よ
び
希
望
に
よ
り
セ
ッ
ト

で
き
る
特
約
（
オ
プ
シ
ョ
ン
）
の
内
容

も
多
彩
で
す
。

〔
特
約
の
一
例
〕

●
無
共
済
者
傷
害
特
約

　
事
故
相
手
方
が
不
明
・
無
共
済
（
無

保
険
）
自
動
車
と
の
事
故
で
、
契
約
者

の
運
転
者
や
搭
乗
者
が
死
亡
ま
た
は
後

遺
障
害
が
生
じ
た
場
合
で
、
相
手
方
か

ら
十
分
な
補
償
が
得
ら
れ
な
い
と
き
に
、

本
特
約
に
よ
り
共
済
金
を
お
支
払
い
し

ま
す
。

●
原
付
バ
イ
ク
特
約

　
記
名
被
共
済
者
、
そ
の
配
偶
者
や
同

居
の
親
族
等
が
１
２
５
㏄
以
下
の
原
動

機
付
自
転
車
を
運
転
中
の
事
故
に
つ
い

て
、
契
約
車
の
契
約
条
件
に
従
い
共
済

金
が
支
払
わ
れ
ま
す
。

●
弁
護
士
費
用
特
約

　
事
故
に
よ
り
被
っ
た
損
害
に
つ
い
て
、

相
手
方
に
対
し
法
律
上
の
損
害
賠
償
請

求
を
行
う
た
め
に
弁
護
士
等
費
用
や
法

律
相
談
費
用
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
場
合
に
共
済
金
が
支
払
わ
れ
ま
す
。

　
事
業
主・役
員・従
業
員
の
病
気
や
ケ
ガ

な
ど
に
備
え
る
こ
と
が
で
き
る
保
険
で
す
。

　
仕
事
中
だ
け
で
な
く
、
病
気
や
災
害

に
よ
る
死
亡
・
事
故
の
入
院
を
24
時
間

保
障
し
ま
す
。

　
掛
金
は
全
額
損
金
ま
た
は
必
要
経
費

に
計
上
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
１
年
更
新

で
余
剰
金
が
あ
れ
ば
配
当
金
と
し
て
還

元
さ
れ
ま
す
。

　
受
取
人
を
事
業
所
（
事
業
主
）
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
入
院
し
た
従

業
員
に
会
社
か
ら
の
見
舞
金
と
し
て
渡

す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
委
託
生
保
の
推
進
員
が
手
続
き
に
事

業
所
ま
で
お
伺
い
し
ま
す
。

　
従
業
員
の
退
職
金
を
計
画
的
に
積
み

立
て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
掛
金
は
従
業
員
１
人
に
つ
き
、
１
，

０
０
０
円
（
１
口
）
か
ら
３
０
，
０
０

０
円
（
30
口
）
ま
で
設
定
で
き
、
全
額

必
要
経
費
に
計
上
で
き
ま
す
。

　
退
職
一
時
金
、
遺
族
一
時
金
、
年
金

の
何
れ
か
を
従
業
員
ご
本
人
（
ま
た
は

ご
遺
族
）
に
直
接
給
付
し
ま
す
。

　
経
営
者
の
た
め
の
退
職
金
制
度
で
す
。

　
払
い
込
ん
だ
掛
金
は
、
全
額
が
所
得

控
除
の
対
象
と
な
り
。
大
き
な
節
税
効

果
に
。

　
掛
金
は
、
月
額
１
，
０
０
０
円
〜
７

万
円
ま
で
、
５
０
０
円
単
位
。
ま
た
、

い
つ
で
も
増
額
や
減
額
が
で
き
ま
す
。

　
一
括
で
受
け
取
る
と
「
退
職
所
得
扱

い
」
と
な
り
、
掛
け
た
年
数
に
応
じ
て

控
除
額
が
増
え
ま
す
。
分
割
で
受
け
取

る
と
「
公
的
年
金
等
の
雑
所
得
扱
い
」

と
な
り
、
公
的
年
金
と
同
じ
扱
い
に
な

り
ま
す
。
ど
ち
ら
を
選
ぶ
か
は
あ
な
た

次
第
で
す
。

　
納
付
し
た
掛
金
の
範
囲
内
（
掛
金
納

付
月
数
に
よ
り
掛
金
の
７
〜
９
割
）
で
、

事
業
資
金
等
の
貸
付
も
可
能
。
も
し
も

の
時
の
サ
ポ
ー
ト
に
。
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共
済
・
保
険
制
度
の
契
約
・
補
償

内
容
に
つ
い
て
は
、
条
件
等
に
よ
っ

て
違
い
ま
す
。
ま
ず
は
当
所
ま
で
お

問
合
せ
く
だ
さ
い
。
取
扱
保
険
会
社

の
担
当
者
が
事
業
所
ま
で
ご
説
明
に

お
伺
い
も
い
た
し
ま
す
。

　
ま
た
、
今
回
ご
紹
介
し
た
制
度
の

他
に
も
、
商
工
会
議
所
の
共
済
・
保

険
制
度
に
は
病
気
や
ケ
ガ
に
よ
る
休

業
時
の
所
得
減
に
備
え
る
「
休
業
補

償
プ
ラ
ン
」
や
海
外
で
の
知
財
訴
訟

リ
ス
ク
に
備
え
る
「
海
外
知
財
訴
訟

費
用
保
険
制
度
」
、
「
情
報
漏
え
い

賠
償
責
任
保
険
制
度
」
他
、
様
々
な

制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
事
業
を
行
っ
て
い
く
う
え
で
リ
ス

ク
は
つ
き
も
の
。
そ
の
リ
ス
ク
に
備

え
る
た
め
に
共
済
・
保
険
制
度
は
重

要
な
ツ
ー
ル
で
す
。

　
今
一
度
、
自
社
の
保
険
を
見
直
し
、

日
常
に
潜
む
「
も
し
も
」
に
備
え
ま

し
ょ
う
。

〔
ご
連
絡
・
お
問
合
せ
〕

　
加
古
川
商
工
会
議
所　
共
済
担
当

　
TEL
０
７
９

－
４
２
４

－

３
３
５
５

　
商
工
会
議
所
の
保
険
制
度
は
充
実

の
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
！
詳
し
く
は
Ｈ
Ｐ

を
確
認

　商工会議所は全国515カ所125万会員事業所のネットワークを有する“地域総合経済団体”です。経営
支援や人材育成、地域振興など、経営を様々な面からサポートしています。

 例えばこんな時・・・
 ■経営支援
　・確定申告、補助金の相談はお任せください！
　　確定申告をはじめ、各種補助金・助成金の相談にも丁寧に対応いたします。
　・事業資金に関する相談もお気軽にご利用ください！
　　使途や事業状況等に応じて、もっとも適した調達方法をお勧めします。
 ■交流活動
　・各種交流会に参加して人脈を拡げることができます。
　　青年部・女性会・異業種交流会など、活動を通じて自己研鑽を積みながら人脈を拡げることができ
　　ます。また２市２町の会員が一堂に会する「会員大交流会」は、販路拡大の場として毎年多くの方
　　にご参加いただいています。

特
約
も
内
容
豊
富

「
も
し
も
」の
時
に
手
厚
い
保
障

掛
金
は
月
額
１
，０
０
０
円
〜

従
業
員
本
人
に
直
接
給
付

経
費
を
削
減
し
な
が
ら
保
障
を
確
保

支
払
わ
れ
る
保
険
金
を
見
舞
金
と
し
て
渡
し
た
い

手
続
き
に
行
く
暇
が
な
い

生
命
共
済
制
度

特
定
退
職
金
共
済
制
度

節
税
し
な
が
ら
積
立

掛
金
は
月
額
１
，０
０
０
円
〜

受
取
方
法
も「
一
括
」「
分
割
」が
選
べ
ま
す

事
業
資
金
の
貸
付
も

小
規
模
企
業
共
済
制
度

商
工
会
議
所  

保
険
制
度

創業支援も商工会議所で！まだ会員になっていない方をご紹介ください

ご紹介いただいた方が入会された場合、紹介者・新入会員各々に、
加古川プラザホテルレストラン食事券2,000円分進呈！

加古川商工会議所（TEL：０７９－４２４－３３５５）

新入会員紹介キャンペーン実施中！

自動車事故で他人を死傷させたとき（対人賠償共済）
　●契約の車を運転中に歩行者をはねた
　●契約の車を運転中に他の自動車やバイク、自転車と衝突・接触し、
　　他人を死傷させてしまった。
自動車事故で他人の財物を壊したとき（対物賠償共済）
　●契約の車を運転中に他の自動車やバイク、自転車と衝突・接触した。
　●契約の車を運転中に他人の家の塀を壊した。
自動車事故で被共済者が死傷した（人身傷害共済）
　●契約の車に搭乗中の者が死傷した。
自動車事故で被共済者が死傷した（搭乗者傷害共済）
　●契約の車に乗車中の事故でケガをした。
契約の車に損害が生じたとき（車両共済）
　●偶然な事故で契約の車が壊れてしまった。

相手への賠償
（賠償事故）

自身と搭乗者
などの賠償
（傷害事故）

車の補償
（車両事故）

○補償内容（例）

 経営のトータルサポート「商工会議所」をご利用ください！ 経営のトータルサポート「商工会議所」をご利用ください！

定 番


